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授業科目の内容を修得し，到達目標を優れて満たしている。
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80～89
70～79
60～69
0～59

授業科目の内容を修得し，到達目標を十分に満たしている。
授業科目の内容を修得し，到達目標を概ね満たしている。
授業科目の内容を修得し，到達目標を必要限度満たしている。
授業科目の内容を修得したと認められず，到達目標を満たしていない。 不合格

合　格
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C h a p t e r 12  学則等

（目的）
第１条	この要項は，三重大学（以下「本学」という。）における
グレードポイントアベレージ（以下「GPA」という。）制度の取
扱いに関し必要な事項を定め，もって学生の学修意欲の向上
及び適切な修学指導に資することを目的とする。
（定義）
第２条　「GPA」とは，特定の期間において単位を修得した授
業科目の単位数に当該授業科目のグレードポイント（以下「GP」
という。）を乗じた数値の総和を特定の期間における履修登録
した授業科目の総単位数で除して算出した１単位当たりの
GP平均値をいう。

２　この要項において，「学部等」とは，各学部及び各研究科をいう。
（成績評価及びGPA）
第３条　成績の評価，表示及びGPの基準は，次表のとおりと
する。（＊）
（GPAの種類と算出方法）
第４条　GPAの種類は，次のとおり区分し，当該各号に定め
る方法により計算する。この場合において，計算値は，小数
点以下第２位を四捨五入するものとする。

	（1）　学生対象ＧPＡ

（2）　クラスＧPＡ
　　イ　授業クラスＧPＡ
	 	　同一の授業科目を履修登録した学生でクラスを定義し，

そのクラスの学生が修得したGPの平均
　　ロ　学科クラスＧPＡ
　　同一入学年度かつ同一学科の学生でクラスを定義し，その

クラスの学生が修得したGPの平均。このクラスの学生が
入学時から履修登録した全ての授業科目を対象とする。

（対象授業科目）
第５条　ＧPＡ対象科目は，次に掲げる授業科目とする。
	　（1）　学部等の成績認定において，GPの５段階評価に換算

できるすべての授業科目であって，卒業要件に算入できる
授業科目（認定科目は含まない。）
	（2）　本学入学前及び本学在学中に他の大学(短期大学，高等
専門学校を含む。)において履修した授業科目又は外国の大
学(短期大学を含む。)において学修した成果であって，	本
学における授業科目の履修により修得したものとみなされ
た授業科目であり，かつ，	前号の要件を満たす授業科目

（ＧPＡ計算期日）
第６条　ＧPＡの計算は，学期ごとに指定された期日(前期に
あっては９月１日，後期にあっては３月１日とする。以下
「ＧPＡ計算期日」という。)までに確定した成績に基づいて
行う。

２　教員は，ＧPＡ計算期日までに成績を確定させるものとする。
（履修放棄科目の取扱い）
第７条　履修登録修正期限までに履修登録を取り消した場合及
び学部等の長による履修登録の変更の措置が行われた場合を
除き，履修を放棄した科目の成績は，不合格と同等として計
算する。
（不正行為により無効とされた成績の取扱い等）
第８条　不正行為により無効とされた成績は，すべて不合格と
して計算する。

２　当該学期のＧPＡ計算期日以降に当該学期の成績が不正行
為により無効とされた場合は，当該学期のＧPＡ計算期日ま
でに当該成績が無効となったものとみなし，すべてのＧPＡ
を再計算する。
（再履修等におけるＧPＡの取扱い）
第９条　不合格と判定された授業科目（前条により無効として
扱われた場合を含む。）については，後に再履修等によって合
格と判定された場合，当該学期において学期GPAを計算する。

２　不合格と判定された授業科目で，後に追・再試によって合
格と判定された場合，不合格と判定された学期における当該
授業科目に係るＧPは，追・再試の後のＧPに置き換え，す
べてのＧPＡを再計算する。
（ＧPＡの通知及び記載）
第１０条　ＧPＡの学生への通知は，原則として，学生対象
ＧPＡ及びクラスＧPＡの授業クラスＧPＡを記載した成績評
価表により行う。

２　ＧPＡの教員への通知は，各学部等の教務委員に，学生対
象ＧPＡ及びクラスＧPＡを電子ファイルにて提供する。
（その他）
第１１条　この要項に定めるもののほか，ＧPＡの取扱いに関
し必要な事項は，別に定める。

　　附	則
この要項は，平成22年４月１日から実施する。
　　附	則
この要項は，平成31年４月１日から実施する。

イ　学期GPA

学期GPA＝

（当該学期に単位を修得した授業科目の
単位数×当該授業科目のGP）の総和

   当該学期に履修登録した授業科目の総単位数

ロ　通算GPA

通算GPA＝

（全在学期間に単位を修得した授業科目の
単位数×当該授業科目のGP）の総和

　全在学期間に履修登録した授業科目の総単位数

 三重大学における GPA 制度の取扱いに関する要項

 I　ハラスメントに関する基本的事項
第１　ガイドライン制定の趣旨
　　このガイドラインは，国立大学法人三重大学（以下「本学」
といいます。）を構成するすべての者が個人として尊重され，
人権侵害のない快適な環境において学び，	教育・研究し，働
くことができるよう，本学におけるハラスメントの防止及び
対策のために必要な事項を定めるものです。

第２　ハラスメント及びそれに対する基本的態度
　　ハラスメントは，人種，国籍，民族，性別，出身地，宗教，
政治的信条，年齢，職業，身体的特徴等広く人格にかかわる
事項又は教育・研究若しくは就学，就労にかかわる事項にお
いて，相手の意に反する不適切な言動により，相手に不利益
を与えたり，人としての品位と尊厳を著しく損なうものです。
さらには，そのことによって就学，就労，教育・研究又は課
外活動を行う環境を著しく悪化させます。

　　ハラスメントは，科学・技術，芸術・文化の継承と発展の
ために教育・研究上の社会的責任を負う大学として，決して
容認できないものです。

　　本学は，ハラスメントの防止に全力を注ぐと同時に，ハラ
スメントが発生した場合には，被害者の救済に努め，加害者
に対しては，深い反省を求めるために，懲戒処分等を含め，
厳正に対処（加害者が学外者である場合にあっては，必要か
つ適切な措置をとるよう努力）します。

第３　本学の責任と構成員の義務
　　学長は，ハラスメントの防止，対策及び被害者の救済に関す
る施策等全般について責任を負います。

　　各学部，各研究科，教養教育院，地域人材教育開発機構，
地域イノベーション推進機構，地域拠点サテライト，地域創生
戦略企画室，附属図書館，医学部附属病院，各学内共同教育
研究施設，保健管理センター及び事務局（監査チームを含みま
す。）（以下「部局等」といいます。）の長は，その施策等の具体
的な実施について責任を負います。

　　役員及び職員（常勤・非常勤を問いません。本学に派遣労
働者として派遣されている者を含みます。以下同じです。）並
びに学生（学部学生・大学院学生・科目等履修生・研究生・
公開講座の受講生等本学で教育を受けるすべての者を指しま
す）・生徒・児童・園児（以下「学生等」といいます。）を指導監
督する立場にある者は，ハラスメントのない良好な環境を確保
するために，日常的な活動の中で，役員及び職員並びに学生
等に指導・助言等を行い，ハラスメントに起因する問題が生じ
た場合には，迅速かつ適切に処理する責任を負います。

　　本学のすべての構成員は，個人としての人格を互いに尊重
する義務を負います。その義務には，人としての尊厳を傷つ
けることになるハラスメントを起こさないこと，また，その防
止に努めることが含まれます。したがって，本学のすべての
構成員は，特に次のことを理解しておく必要があります。

　１　相手の人格の尊重及び相手の立場に立った行動を心がけ，
コミュニケーション・ギャップをつくらないことが良好な
人間関係を形成する基本であり，地位を利用して人格的に
支配したり，心理的圧迫又は身体的苦痛を与えたりするこ
とは，絶対に行ってはなりません。

　２　行為者が意識していない場合であっても，相手方の尊厳
を損ない不快にさせる言動は，ハラスメントに当たることが
あります。むしろ，行為者のこのような無自覚がハラスメン
トの被害を生みだしたり，ハラスメントを放置したりする結
果になることを深く認識する必要があります。

　３　相手方の社会的・文化的・宗教的背景によって，ある行
動がハラスメントになるかどうかに違いが生じる場合があり
ます。自分の価値観で一方的に判断せず，絶えず相手の立
場に立って考え，行動することが大切です。

第４　ガイドラインの対象範囲

　１　このガイドラインは，役員及び職員並びに学生等本学の構
成員すべての者を対象とします。なお，役員及び職員につ
いては離職後，学生等については卒業・退学等で本学の学
籍を失った後においても，在職中又は在学中に受けたハラ
スメントに関する相談（以下「相談」といいます。）を行うこと
ができます。

　　　また，加害者とされる者が既に離職又は学籍を喪失して
いる場合でも，その者が在職中又は在学中に行ったことで
あれば相談を行うことができます。この場合において，本
学は，本学の権限の及ぶ限り，事実関係の解明と適切な措
置をとるよう努めます。

　２　このガイドラインは，ハラスメントが本学構成員相互間に
おいて問題となる場合は，それが発生した場所・時間を問
わず適用されます。

第５　ハラスメントの形態
　　民主的かつ自由な環境下で教育・研究が行われるべき大学に
おいて，特に問題となるハラスメントは，セクシュアル・ハラス
メントとアカデミック・ハラスメントに大別されます。

　１　セクシュアル・ハラスメントについて
　　一　セクシュアル・ハラスメントとは，次の行為をいいます。
　　ア　行為者の性的言動が，相手方に不快と受け止められ，

その言動に対する相手方の対応の仕方によって，行為
者が職務上の地位や権限を利用して相手方に利益若し
くは不利益を与えること又は与えようとすること（対
価型・地位利用型セクシュアル・ハラスメントと呼ばれ
ます。）。

　　イ　行為者の性的言動が，相手方に不快と受け止められ，
就学，就労，教育・研究，課外活動の遂行を妨げる等
環境を悪化させること（環境型セクシュアル・ハラスメ
ントと呼ばれます。）。

　　ウ　性的欲求や関心に基づく不快な性的言動ではない
が，性的な固定観念や役割分担等の差別意識や優越意
識に基づく相手方を不快にさせる言動（ジェンダー・
ハラスメントと呼ばれます。）。

　二　セクシュアル・ハラスメントは，我が国の社会状況や雇
用環境等から，男性から女性に対してなされる場合が多
いのですが，女性から男性への場合又は同性間の場合で
も問題となります。

　　三　セクシュアル・ハラスメントの具体的な事例
　　　次に示す具体的な事例のように，大学におけるセクシュ

アル・ハラスメントは，教育職員と学生，上司と部下等
いわゆる上下関係にある者の間で生じるのが一般的です
が，役員及び職員並びに学生等においてそれぞれの同僚，
同級生，先輩・後輩，上級生・下級生の間でなされる場
合又は学生等から役員若しくは職員に対して，役員若し
くは職員から学生等に対してなされる場合も問題となり
ます。

　　　なお，ある言動がセクシュアル・ハラスメントに当たる
かどうかは，あくまでも相手の受けとめ方（「不快」と感
じるかどうか）によるのであって，その言動を行う者の感
覚で判断されるものではないことに注意してください。

　　ア　対価型・地位利用型セクシュアル・ハラスメント
　　　職務上若しくは教育・研究上の地位を利用して，又

は利益若しくは不利益を与えることを条件にして性
的要求をすること及びそれへの対応によって相手に就
学，就労，教育・研究，課外活動に関し利益又は不利
益を与えることがこれに当たります。
　①　教育・研究上の指導若しくは評価，利益の与奪又

は人事権若しくは業務指導権の行使等を条件とし
た性的働きかけをすること。

　　②　個人的な性的要求への服従又は拒否を，教育・研
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